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ガイドライン掲載場所
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本⽇の内容
１．所有者不明の場合に利⽤可能な制度（⼀覧）

２．不在者財産管理制度

３．相続財産管理制度

４．失踪宣告制度

５．その他の制度

本文中【Ｐ○○】とあるのは、「所有者の所在の把握が難しい土地に関する
探索・利活用のためのガイドライン（第２版）」の該当ページを示しています。
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１．所有者不明の場合に利⽤可能な制度（⼀覧）【Ｐ３８】
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制度 状況の例
所有者の所在が不明の場合（⽣死が不明の場合を含む）
⼟地を所有していた者が既に死亡しており、かつ相続⼈の特定もできた
が、所有者（共有者）である当該相続⼈の全員⼜は⼀部の所在が不明の
場合

⼟地を所有していた者が既に死亡していることが判明したものの、その
者等の除籍謄本等が⼊⼿できず相続⼈の有無が不明の場合
⼟地を所有していた者が既に死亡していることが判明したものの、相続
⼈がいない場合
⼟地を所有していた者が既に死亡していることが判明したものの、相続
⼈全員が相続放棄している場合

失踪宣告制度 所有者の⽣死が７年間明らかでない場合等
訴訟等 所有権確認等の判決を得るなどして登記をすることが出来る場合
⼟地収⽤制度 ⼟地収⽤法に基づく事業認定を得た事業の場合
認可地縁団体が所有
する不動産に係る登
記の特例

認可地縁団体が所有する⼟地について、その登記名義が当該団体の構成
員やその承継⼈となっている場合

不在者財産管理制度

相続財産管理制度

２．不在者財産管理制度

従来の住所⼜は居所を去り、容易に戻る⾒込みのない
⾏⽅不明者について、家庭裁判所の監督の下で⾏⽅不
明者の財産を管理する制度（⺠法第２５条〜第２９条）

制度の対象となる行方不明者
・長期の家出人、音信不通となっている者で親戚、友人
等に照会して捜したものの、所在が判明しない者など。

・単に住民票が職権消除されているだけでは不足。
・単に面会拒否されている、刑務所に収監されている等
居所が判明可能なケースは対象とされない。

制度概要
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【Ｐ３９】



利害関係⼈⼜は検察官

共同相続⼈、債権者、財産
の共有者、公共事業等のた
めに⼟地を取得しようとす
る国・地⽅公共団体等

選任の申⽴て
(家庭裁判所)

家庭裁判所
による審理

家庭裁判所による選任の
審判（財産管理⼈の選任）

制度の流れ
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【Ｐ３９】

財産管理⼈の職務

・管理すべき不在者財産調査及び財産⽬録の作成
・不在者財産の管理及び管理報告書の作成
（保存⾏為及び利⽤⼜は改良を⽬的とする⾏為
⺠法第２８条、第１０３条）

財産管理⼈は原則として、上記以外の権限が無い
ことから、売却処分等を⾏う必要がある場合には、
別途家庭裁判所に対し「権限外⾏為許可の申⽴て」
を⾏い、許可を得る必要がある。
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【Ｐ４２】
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制度活⽤の留意事項
【Ｐ４５】

① 所有者が不在者であるか

・住⺠票の写しや⼾籍の附票の写しに記載のある住所地
について、現地調査や親族等への問い合わせを⾏い、
不在となった経緯等を確認する必要がある。

・⼾籍謄本等、住⺠票、⼾籍の附票等公的資料は必ず取り
そろえる。

② 不在者の財産⽬録を作成
・申⽴⼈側で把握している財産につき⽬録を作成し、
添付する。
（公共事業の場合は取得対象地の記載で良い場合がある。）
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③ 必要な費⽤
◎選任申⽴て費⽤：収⼊印紙（８００円分）

連絡⽤の郵便切⼿

◎不在者財産管理⼈への報酬
財産管理⼈は弁護⼠や司法書⼠へ依頼することが多い。こ
の場合に必要となる報酬額は不在者の財産から⽀払われる。
買収代⾦が少額な場合等で、財産からの⽀払うことを期待
することが難しい場合には、家庭裁判所から予納⾦を求め
られることがある。（⼤凡の相場は２０〜１００万円）



３．相続財産管理制度

⼟地所有者が既に死亡し、その者に相続⼈のあることが明らかで
ない場合に、家庭裁判所が相続財産管理⼈を選任し、相続財産の
管理・清算等を⾏い、残余がある場合には国庫に帰属させる制度
（⺠法第９５１条〜第９５９条）

相続⼈のあることが明らかでない場合
・最終的に⼾籍上相続⼈が⼀⼈も存在しない場合
・⼾籍上最終順位の相続⼈が相続放棄をした場合

制度概要
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【Ｐ４７】

・利害関係⼈⼜は検察官が家庭裁判所へ選任の申⽴てを⾏う。
（公共事業等のために⼟地を取得しようとする国・地⽅公共団体等も含まれる）
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制度活⽤の留意事項
【Ｐ５３～】

① 相続財産管理⼈選任の審判

・裁判所の審判に時間を要する。（ガイドライン 図２－５）

・⼾籍謄本等、住⺠票、⼾籍の附票等公的資料は必ず取り
そろえる。廃棄等の理由により取得出来ない場合には、
その旨の証明書を添付する。

② 不在者の財産⽬録を作成

不在者財産管理⼈の場合と同様。

・売却処分等を⾏う必要がある場合は、家庭裁判所から
「権限外⾏為許可の申⽴て」の許可を得る必要がある。

③ 必要な費⽤
不在者財産管理⼈の場合と同様。



４．失踪宣告制度

不在者で⽣死不明の者（遺体が確認出来ていない等）を死亡
したものとみなす制度。（⺠法第第３０〜第３２条）

不在者は死亡したものとみなされ、相続が開始される。
普通失踪：不在者の⽣存が証明された最後の時から

７年間その⽣死が明らかでない場合。
危難失踪：戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った

者、その他死亡の原因となるべき危難に遭遇
した者で、それらの危難が去った後、１年間
⽣死が明らかでない場合
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【Ｐ５４】

・失踪宣告の⼿続は利害関係⼈が裁判所に対して申⽴てを⾏うが、
国等公共事業実施者は通常利害関係⼈として認められない。

５．その他制度

・占有者による時効取得が完成している場合。

地⽅⾃治体が訴えの提起や即決和解の申⽴てを⾏う場合は議会
の議決が必要とされている。（地⽅⾃治法第９６条）
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【Ｐ７５～】

① 訴訟等

・登記名義⼈が死亡し、相続⼈が複数存在する場合等で遺産
分割協議や遺産分割の調停や審判を⾏うケース。
（共有物分割請求、遺産分割等）

② ⼟地収⽤法に基づく不明裁決制度（後半で説明）
事業認定申請を事業認定庁に対して⾏い、認定を受けた事業
について裁決申請が⾏えることに注意。
（所有者不明⼟地法に基づく裁定申請も同様）
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③ 認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

平成２６年の地⽅⾃治法の改正により「認可地縁団体
が有する不動産の登記の特例」が創設された。

市区町村⻑が⼀定の⼿続経て発⾏した証明書を添付
することで、
①認可地縁団体を登記名義⼈とする所有権保存登記
②認可地縁団体を登記名義⼈とする所有権移転登記
を申請し登記することが可能。
（地⽅⾃治法第２６０条の２、３８、３９）




